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○ 連携プログラムについては、本部会において関係者間の協力体制の構築の重要性等が議論
され、また、厚生労働大臣から、連携先確保に関する仕組みの構築準備等、特別地域連携プロ
グラムの推進に向けた取組等を進めるよう意見を受けた。

○ また、令和９(2027)年度募集から、特別地域連携プログラムの連携先要件を、「足下充足率が
0.8以下（小児科は0.9以下）の都道府県にあり、当該都道府県が候補とした施設」と変更する方
針とされた。

○ こうした議論等を踏まえ、令和９年度以降の専攻医募集に向けては、連携先要件に関する運
用上の基本的な考え方や、関係者が必要とする連携先に関する情報項目の検討を行った。さら
に、学会に対して説明会を開催した上で、令和７年11月には都道府県に対して候補とする連携
先の情報提供を依頼するなど、取組を進めてきた。

経緯

特別地域連携プログラムに係る経緯
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「医師法第16条の10第１項に基づく厚生労働大臣から一般社団法人日本専門医機構への意見」
（令和７年９月22日）（抄）

１．医療提供体制の確保に重大な影響を与える可能性に関すること（医師法第16条の10関係）
（１）令和８年度専攻医募集におけるシーリング案について
②連携プログラム等について（抄）
・ 医道審議会医師分科会医師専門研修部会における連携先要件及び研修期間等に関する議論
や、連携先確保の取組を推進する方向性を踏まえ、今後の検討に資するよう、特別地域連携プロ
グラムを経験した専攻医の意見を聴取することや、連携先確保に必要とされる都道府県や学会等
が協力できる仕組みの構築準備等、特別地域連携プログラムの推進に向けた取組を進めること。



特別地域連携プログラムの連携先要件等の考え方

○ 連携先施設及び連携期間については、本部会の議論等を踏まえ、それぞれ下記のように扱う。
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○ 連携先は、足下充足率が0.8以下（小児科は0.9以下）の都道府県にあり、当該都道府県が候補とした施設とする。なお、足
下充足率は「2022年医師数/2022年必要医師数」とし、2022年医師数及び2022年必要医師数は、2025年の算出によるもの
とする。

○ 「都道府県が候補とした施設」の選定における基本的な考え方については、下記のとおりとする。

（ア）原則として、医師少数区域に所在する施設を中心に候補を選定しつつ、都道府県が必要と認める場合は、それ以外の
区域に所在する施設を選定できることとする。

（イ）令和８年度までに特別地域連携プログラム及び都道府県限定分において連携先となっていた施設は、引き続き連携先
（候補）に含めることを基本とする。

（医師少数区域以外の施設を選定することが考えられる状況の例）
・ 医師少数区域に研修施設が存在しない。
・ 医師少数区域の施設に専門研修指導医が存在しない。
・ 医師少数区域に受入を希望する施設が存在しない。
・ 症例数が一定数確保されているなど、医師の研修により適したものとしてキャリア形成プログラム等に位置づける
など、都道府県が指定した施設である。
・ 臨床研修指定病院である。
・ 地域医療構想調整会議等の議論に基づき、今後の医療提供体制を見据えて選定した施設である。
・ 重点医師偏在対策支援区域にある施設である。 等

連携先施設となるための基準

○ 特別地域連携プログラムにおいては、連携先で研修する期間は１年間以上と設定することとしている。

連携先における研修期間



参考：医師少数区域以外の施設に関する都道府県の考え

○ 都道府県に対するアンケートにおいては、「都道府県が候補とする施設」の選定にあたって医師少数区域以外の施設を設定
できる状況として考慮すべき要素について、医師少数区域に専攻医の受入体制がない場合等の回答が多かった。
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

医師少数区域に受入を希望する施設が存在しないこと
（都道府県内に医師少数区域がない場合を含む）

医師少数区域の施設に専門研修指導医が存在しないこと

連動研修が可能なサブスペシャルティ領域の専門研修施設が
医師少数区域以外にあること

都道府県が定めるキャリア形成プログラム等に基づき、症例数が一定数確保されてい
るなど、医師の研修により適したものとして都道府県が指定した施設であること

地域医療構想調整会議等の議論に基づき、
今後の医療提供体制を見据えて選定した施設であること

重点支援区域にある施設であること

その他

医師少数区域以外の施設を設定できる状況として考慮すべき要素等

回答：38都道府県
特別地域連携プログラムの連携先
要件である2022年足下充足率が
0.8以下（小児科は0.9以下）を満
たす診療科がある都道府県

※ 令和７年９月に医政局医事課が都道府県を対象として実施した「専門研修に係る都道府県アンケート」の結果の提供を受けて作成

＜アンケート項目＞
特別地域連携プログラムの連携先要件の「都道府県が候補とする施設」について、（略）、貴県において、仮に専攻医の連携先として受入を行う場合に、医師少数
区域以外の所在する施設を選定するとしたら、その理由として考慮すべき要素や含めるべき内容としてどのようなことがありますか。（複数選択可）



連携先都道府県、連携先施設
※大学、地域医師会等を含む

日本専門医機構
学会、連携元施設

※連携元都道府県を含む
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日本専門医機構は、都道府県に対し、連
携希望の施設の情報提供を依頼
※機構は、都道府県における現状把握の
ため、現在の連携先施設や連携元施設
の一覧を提供することが望ましい

※日本専門医機構から、学会（連携先施
設を含む）に対し、連携構築に向けた
協力依頼も行う

学会は、連携先施設候補を確認
基幹施設への情報提供を行う

日本専門医機構は、
・連携先施設候補の情報をとりまとめ(※)
・学会への確認と施設への情報提供を依頼
・派遣元都道府県への情報提供を行う
※この際、受入可能数が十分であることを
確認

都道府県は、
・都道府県内の施設に対する受入れ
意向の確認

・(適宜)地域医療対策協議会の開催
・(適宜)研修環境を把握する地域の
大学等への相談

等を実施

基幹施設は、プログラムを登録

都道府県は、
連携先施設候補のリストを作成

基幹施設は、連携先施設へ連絡 連携先施設における受入調整

都道府県は、
必要に応じて円滑な受入
を支援

※ 日本専門医機構を中心とし、都道府県の過度の負担に配慮しながら、関係者が協力できる仕組みを構築。
※ 受入希望（受入可能数等を含む。）の把握、連携元や専攻医等が必要とする情報の収集等の取組を通して、連携元と連携先の調整及
び専攻医による前向きな応募を後押し。

特別地域連携プログラムの連携先確保に向けた具体的な手順

○ 連携先の確保のため、都道府県への連携先施設候補のリストの作成依頼を行った。

○ 今後、取りまとめたリストを各領域学会等に提供し、基幹施設に連携先確保及びプログラム策定を進めていただく予定。
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情報収集項目①

例）○○市必須所在市町村

病院の概要
必須二次医療圏の名称

必須医師少数区域に所在する（○/✕）

任意病院の紹介がされているURL（病院のホームページ等）

必須専門研修施設の認定基準を満たす

専攻医の受入態勢 例）202〇年度 〇人必須受入可能な人数（人/年）

任意他病院からの専攻医受け入れ実績

必須指導医数（人）

研修内容

必須専攻医数（人）

任意専攻医の平均受け持ち患者数（人）

例)○○疾患 ○例●●疾患 ●例手術週〇件 等任意経験可能な症例等

必須専攻医の当直回数（回/月）
当直の体制 任意当直体制・医師の配置状況

任意医局等の概要

勤務環境

任意文献データベース等の利用環境

必須妊娠・出産をサポートする体
制の有無（○/✕）

妊娠・出産・育児・介護等に
関する事項

任意院内保育所の有無（○/✕）

任意専攻医の勤怠管理、メンタルヘルスへの対応

例）●●●,●●●円必須月の給与（円）
待遇

例）●●●,●●●円任意年間の賞与（円）

記入例回答要件詳細項目
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情報収集項目②

〇の場合の例）
築○年 3LDK 病院まで徒歩○分 等

必須単身用の有無（○/✕）宿舎（寮）

世帯用の有無（○/✕）

必須（宿舎以外に住む場合）住居費への手当の有無（○/✕）住居費への手当

必須交通費（通勤費用）への手当の有無（○/✕）交通費（通勤費
用）への手当

手当が出る場合の例）転居費用を○○円まで支給必須引っ越し（移転）に関連する手当の有無（○/✕）引っ越し（移転）
への手当

例）
期間施設、連携施設等である場合は、どのような
研修プログラムを実施しているかの説明。病院や
プログラムの中で掲げている理念や、どのような
指導体制を取っているか等を記載。連携施設でな
い場合も、特別地域連携プログラムの連携先とし
てどのような研修が行えるかを記載。適宜病院の
ホームページ等の情報が掲載されているURLを記
載するなども可能。

必須自由記載研修プログラムの
特徴

例）
魅力として掲げているＰＲポイント（専門研修の
内容、地域の魅力、福利厚生等）について、幅広
く記載。適宜病院のホームページ等の情報が掲載
されているURLを記載するなども可能。

任意自由記載当院で研修を行う
魅力・ＰＲポイン
ト

例）●●課●●研修センター 山田任意担当部署・担当者連携調整に関する
連絡先

例）000-000-0000電話番号

例）○○○＠○○○○メールアドレス

記入例回答要件詳細項目



※ 令和８(2026)年度専攻医募集におけるシーリングにおいて指導医派遣実績提出が不要だった都道府県診療科については、今後提出いただく指導医派遣実績を用いて採用上
限数を決定する方針のため、本表においては、連携元の特別地域連携プログラムによる採用上限数を、「仮に通常プログラム加算分が０だった場合の数（最小値）～仮に通常プ
ログラム加算分が上限まで付与された場合の数(最大値)」として示している。

特別地域連携プログラムの受入可能数（令和８年１月15日時点の集計結果）

特別地域連携プログラム採用上限数受入可能数（1/15時点の集計結果）

87～90317内科

40～4350小児科

28～3020皮膚科

27～2930精神科

３～５62整形外科

20～2225眼科

14～1519耳鼻咽喉科

15～2124泌尿器科

９34脳神経外科

1245放射線科

23～2569麻酔科

1115形成外科

３23リハビリテーション科

○ 現時点（令和８年１月15日時点）で集計した特別地域連携プログラムの連携先候補施設の受入可能数
は、下表のとおり。引き続き、都道府県や学会の協力を得ながら、連携先施設候補のリストの収集を進め
る予定。
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